
★注意★  
本約款は、国際輸送に使用されることから、英語表記を正本とします。 
ただし、日系企業が利用者としては多数となるであろう事から、参考和訳文を作成しました。 
 
【表面約款】 
1. 本運送状記載の物品、または貨物が収められたコンテナ若しくは梱包は、手書、タイプ、スタ

ンプ、印刷のいずれによるかを問わず、本運送状に記載された荷受地または船積地から荷渡
地または陸揚地まで、本運送状の表面及び裏面に記載された約款に従って運送されるため
に、運送人によって、荷送人から、本運送状に別段の記載がある場合を除いて、外観上良好
な状態で受領されたものである。 
手書、タイプ、スタンプ、印刷のいずれによるかを問わず、本運送状の表面及び裏面に記載さ
れた規定に従って受領、保管、運送、引渡、積替が行われるものとする 

2. 本運送状を受領することにより、荷主は、これに反する地域的慣習または特権にかかわらず、
自ら署名した場合と同じく、手書、タイプ、スタンプまたは印刷のいずれによるかを問わず、本
運送状の表面及び裏面並びに運送人の適用するタリフに記載された全ての規定、免責及び
条項に拘束されることに合意し、かつ、本運送状が物品の運送に関連した全ての協定また
は運賃の取り決めに優先することに合意する。 

3. 上記を証するため、すべて記載及び日付が同一である、本運送状記載の数の運送状に署名
がなされた。 

4. 本運送状で証明されまたは含まれる契約は、別段の定めのない限り、日本の法律を準拠法
とし、かつ、契約、不法行為及びその他いかなる原因に基づくものであっても、本契約から生
じる一切の訴訟は日本の東京地方裁判所に提起されなければならない。 

5. 荷主の申告価額    。荷主が、航海前に、価格を記入し、追加的な従価運賃を支払った場
合には、運送人の責任制限は適用されないものとする（第 10 条、23 条及び 36 条(b)参照)。 
 

【裏面約款】 
本運送状は、第 4 条(ⅲ）を除き、「海上運送状に関する CMI 統一規則」に基づき効力を有するも
のとし、その規則は本運送状に摂取されているものとみなされる。海上運送状に関する CMI 統一
規則は、CMI のウェブサイトにより閲覧できるか、または、要求があれば運送人から入手できる。 
 
第 1 条 定義 
本運送状の表面及び裏面における以下の用語の意味は、次のとおりである。 
（a） 「運送」とは、本運送状の対象となる物品に関して、運送人により、または運送人に代わって

行われる業務及びサービスを意味する。 
（b）「運送人」とは、本運送状の表面に記載され、その名称で荷主との間で運送契約が締結され、

運送に対して責任を負う事業体を意味する。 
（c） 「荷主」には、荷送人、輸出業者、売主、荷受人、物品の所有者、または本運送状の所持人、

貨物の占有権限を有する者、及び本物品に利害関係を有するあらゆる個人、企業、会社ま
たはその他の法人、またはそのような個人または団体を代理する者を含む。 

（d） 「物品」には、甲板上に積まれたか、甲板下に積まれたかにかかわらず、本運送状の表面ま
たは添付または参照マニフェストに記載された荷主が委託した貨物を意味し、運送人が提供
したものでないコンテナ、パレットまたは類似の運送用器具または梱包を含む。 

（e） 「船舶」には、本運送状の表面に記載されている船舶、及び代替船、フィーダー船、はしけ、
バージ及び運送のため運送人が使用しまたは運送人のために使用するその他の運搬船を
含む。 

（f） 「下請契約者」には、船舶の所有者及び運航者、荷役業者、ターミナル、倉庫、コンテナフレ
ートステーション、陸上及び鉄道の運送業者、ならびに運送業務において運送人によって雇
用されている全ての者を含む。また、下請契約者には、直接及び間接の下請契約者、及び
それぞれの使用人、代理人、または下請契約者も含む。 

（g） 「梱包」とは、荷主によりまたは荷主のために詰込・封印がなされた各コンテナを意味し、個
品の数が本運送状の表面に記載されていない場合、及び個品の数が「Said to Contain」など
の用語または類似の表現で示されていない場合には、コンテナ内の個品を意味しない。 

（h） 「コンテナ」には、運送用コンテナ、オープントップ、トレーラー、可搬型タンク、フラットラック、
プラットフォーム、パレット、及び運送に関連して使用されるその他の機器または装置を含む。 

（i） 「国際海上物品運送法」とは、2018 年 5 月 25 日に改正した日本の「国際海上物品運送法」
（平成30年法律第29号）を意味する。「US COGSA」とは、米国海上貨物運送法を意味する。 

（j） 「ハーグ・ルール」とは、1924 年 8 月 25 日にブリュッセルで調印された、船荷証券に関するあ
る規則の統一のための国際条約を意味する。 
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（k） 「ハーグ・ヴィスビー・ルール」とは、1968 年 2 月 23 日にブリュッセルで採択された、船荷証券
に関するある規則の統一のための国際条約の改正議定書による改正を意味する。 

（l） 「SDR 議定書」とは、1979 年 12 月 21 日にブリュッセルで採択された、船荷証券に関するある
規則の統一のための国際条約の改正議定書による改正を意味する。 

（m） 「費用」には、運賃、すべての諸費用、実費、返却延滞料、超過保管料、共同海損、その他、
物品の運送の際に被った、または荷主が支払うべき金銭的債務、及び運賃、弁護士費用及
び裁判費用を含む、荷主のその他の未払金の徴収費用が含む。 

（n） 「危険物」には、国際海事機関の国際海事危険物規定または運送人の適用タリフで危険と分
類または記載されている物品、及び船舶、その他の運送機関、その他の物品または財産、
または人に危険を及ぼす可能性がある貨物を含む。 

 
第 2 条 運送人のタリフ 
運送人の適用タリフは、本運送状約款に組み込まれており、物品の運送は、運送人のタリフのす
べての条件及び条項に従う。該当するタリフの関連規定は公にアクセス可能であり、及び/または
運送人は要求に応じて該当するタリフの写しを提供するものとする。これらの船荷証券約款と適
用タリフの間に矛盾がある場合は、前者が優先するものとする。 
 
第 3 条 運送人の抗弁及び責任制限 
本運送状に定める抗弁及び責任の制限は、契約、不法行為及びその他の事由に基づくものであ
ろうとも、物品の滅失または損傷につき運送人に対し提起されるすべての訴訟に適用する。 
 
第 4 条 下請契約：使用人・代理人・下請契約者の免責・責任制限 
(a) 運送人は、荷主への事前の通知なしに、運送、積込み、荷卸し、保管、倉庫保管、取扱いそ

の他物品に関し運送人が引き受けた義務の全部または一部につき、任意の条件で下請契
約を締結することができ、他の船舶または本船への運送手段を使用することができる。運送
人は、自由に、第三者とその第三者の約款に従い契約を締結することができ、荷主はいかな
る場合もこの約款に拘束されるものとする。 

(b) 荷主は、運送人の使用人、代理人または下請契約者に対し、これらの者またはこれらの者
により所有される船舶に対し、物品に関する責任を負担させ、負担させようとする一切の請
求がなされないことを保証する。それにもかかわらず、かかる請求がなされたときには、当該
請求によるすべての結果について、運送人に補償するものとする。前記の権利を害すること
なく、かかるすべての使用人、代理人及び下請契約者は、本運送状上に記載された運送人
のためのすべての条項を、その条項があたかも自己のために明記されたかのように、援用
することができる。運送人は、本契約を締結するにあたり、これらの条項の範囲で、自己のた
めだけでなく、使用人、代理人及び下請契約者の代理人及び受託者として行為するものとす
る。 
 

第5条 請求の通知・出訴期限 
(a) 滅失または損傷の事実、及び滅失または損傷の概況についての書面による通知が、物品の

引渡前または引渡時に、陸揚港または荷渡地で、運送人または運送人が物品の取扱、保管
または運送について下請契約をした者に対してなされないときは、かかる受領は本運送状に
記載された物品を良好な状態で運送人が引き渡したことの一応の証拠となる。滅失または
損傷が明白でない場合で、引渡から3日以内に書面での通知がなされないときも、同様とす
る。 

(b)  いかなる場合にも、運送人は、物品の引渡の後または引き渡すべき日から9ヶ月以内に訴え
が提起されないときは、不渡、誤配、遅延、滅失または損傷についてのすべての責任を免れ
る。ただし、かかる期間が滅失または損傷が発生した運送区間に強制的に適用される法と異
なることが判明したときは、かかる法の所定期間または最短期間を適用するものとする。 
 

第 6 条 適用範囲、書面の効力及び非譲渡性 
（a） 「複合運送状」という見出しにかかわらず、本運送状に記載され、言及されている規定は、運

送が 1 つの運送手段によって行われる場合にも適用されるものとする。 
（b） 運送人へ物品の運送を委託するにあたり、荷主は、本運送状を受け入れ、これに反する地

域的慣習または特権が存在する場合であっても、手書き、タイプ、スタンプまたは印刷による
かを問わず、荷主が署名した場合と同様に、これらの運送状約款及び、本運送状の表面に
記載された条件に拘束されることに同意するものとし、また、本運送状が物品の運送に関す
るすべての協定または運賃の取り決めに優先することに同意する。本運送状の抗弁及び責
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任の限度は、契約、不法行為、委託、賠償、分担、その他にかかわらず、いかなる法理論に
基づくものかを問わず、運送人に対するすべての訴訟において適用されるものとする。 

（c） 本運送状は譲渡性を有さず、船荷証券またはその他のいかなる権原証券と解釈されてはな
らない。 

 
第 7 条 至上約款 
(a) 米国運送以外の運送 

i.   本運送状は、物品の水上運送に関する限り、国際海上物品運送法の規定に基づき効力
を有するものとする。ただし、ハーグ・ルールに類似の性格を有する他の立法（以下、「ハ
ーグ・ルール立法」という。）または、ハーグ・ヴィスビー・ルールに類似の性格を有する他
の立法（以下、「ハーグ・ヴィスビー・ルール立法」という。）が強制的に、本運送状に適用
される場合にはこの限りではない。この場合には、本運送状は、かかる立法の規定に基
づき効力を有し、かつ国際海上物品運送法または上記立法は本運送状に摂取されてい
るものとみなす。 

ii.  本運送状のいずれかの規定が国際海上物品運送法、ハーグ・ルール立法またはハー
グ・ヴィスビー・ルール立法その他本運送状で証明される契約に強制的に適用ある法律
または規則に抵触するときは、かかる条項は抵触する範囲で無効とし、それ以上の範囲
には及ばない。 

(b) 米国運送  
米国発または米国向けまたは米国を通過する物品運送には、米国海上物品運送法が、法
が適用されるか否かにかかわらず、貨物が船倉積みであろうと甲板積みであろうと、また、
運送が米国内であろうと、海外貿易であろうと、米国の港間であろうと、米国外の港間の運
送であろうと、貨物が本船への積み込み前であろうと、本船からの陸揚後であろうと、本契
約に基づく運送中における運送人の管理下または責任下にある全ての期間、運送人として
であろうと、寄託者としてであろうと、契約内容として組み入れられる。本書に記載された事
項は運送人によって米国海上物品運送法上の権利、免責の放棄、及び責任の加重と見な
されてはならない。上記にかかわらず、米国海上物品運送法上の 46 U.S.C. §§ 30701 
(3)(8) 及び (4)(5)の運送人の最低限の責任を規律する条項は組み入れから除外し、法によ
って要求される場合のみ適用されるものとする。 

 
第 8 条 責任 
(a) 運送人は受取地または船積港で物品を受け取ったときから、荷渡地または陸揚港で物品を

引渡したときまでに生じた物品の滅失または損傷について責任を負う。 
(b) 滅失または損傷がどこで発生したか証明できる場合は、運送人の責任は以下のとおりとする。 

i.  海上または内水航路による運送期間中に生じた滅失または損傷については、国際海上
物品運送法、または第 7 条に定めるところにより、適用あるハーグ・ルール立法またはハ
ーグ・ヴィスビー・ルール立法、または米国海上物品運送法による責任。 

ii.  航空による運送期間中に生じた滅失または損傷については、1929 年 10 月 12 日に成立
した「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」（ワルソー条約）、1955 年
9 月 28 日ハーグ議定書により改正されたワルソー条約に定める責任、1975 年 9 月 25 日
モントリオール第４議定書により改正されたワルソー条約に定める責任または 1999 年 5
月 28 日に成立した「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」（モントリオ
ール条約）のいずれか当該区間に適用される条約に定める責任。もし国際航空運送の当
該区間に強制的に適用される条約がない場合にはモントリオール条約が適用されるもの
とする。 

iii.  前記 i.及び ii.による場合を除き、物品の滅失または損傷に対する運送人の責任は本運
送状に定めるところによる。 

(c) 物品が受取地または船積地で運送人によって受領されたときから荷渡地または陸揚地で運
送人が引渡をしたときまでの間に物品に滅失・損傷が発生したことは証明できたが、滅失・損
傷が発生した運送区間が証明できない場合には、滅失または損傷は海上運送中に生じたも
のとみなし、本約款第 7 条に定めるように、運送人は米国運送以外の運送に関しては国際
海上物品運送法、または適用あるハーグ・ルール立法またはハーグ・ヴィスビー・ルール立
法に規定する範囲で、米国運送に関しては米国海上運送法に規定する範囲で責任を負うも
のとする。  

(d) 本運送状表面上の「最終到達地」は、専ら荷主の参照のためであり、物品に対する運送人の
責任は陸揚港または荷渡地で物品を引渡したときに終了する。 

(e) ただし、運送人は滅失または損傷が次の事由により生じたときは責任を免れる。 
i. 荷主または荷主のために行為する者の故意または過失 
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ii. 物品の固有の欠陥、性質 
iii. 物品の無包装またはその不備もしくは欠陥 
iv. 荷主または荷主のために行為する者もしくはその権利を有する者の指図に応じたこと 
v. 荷主または荷主のために行為する者による取扱い、積込、積付または荷卸し 
vi. 物品の包装、梱包またはコンテナに記載された記号または番号の不備もしくは欠陥 
vii. 原因のいかんを問わず、また部分的であると全体であるとを問わず、同盟罷業、ロックア

ウトまたは労働の停止もしくは抑制 
viii. 相当の注意をもってしても発見できない船舶、車両、運送用具、コンテナ、物品の運送の

ためのその他の施設または設備、その他一切の施設の隠れた欠陥 
 
第 9 条 放棄 
（a） 「Carmack Amendment」（以下「Carmack」という。）と総称される米国法に基づく州間自動車

運送の責任制度が運送区間のどこかに適用されうる場合、荷主は Carmack 責任制度の放
棄に明確に同意する。かかる自動車運送に関して、荷主は、本運送状、特に本項が、49 
U.S.C. 14101（b）の下で要求されている、登録、保険、または安全適合性に関する規定を除く、
Carmack に基づくすべての荷主の権利及び救済手段の明示的な書面による放棄の要件を
満たすことに明示的に承認する。 

（b） 49 U.S.C. Title 49 に基づく非免責の鉄道運送となる運送区間に関し、鉄道運送に適用される
Carmack の該当部分に従うことを条件として、荷主は、本運送状が 49 U.S.C. section 10709
に基づく特定の料金及び条件の下での特定のサービスの契約であることに明確に同意する。
継続的な複合一貫運送の一区間として免責鉄道運送となる運送のいかなる区間についても、
荷主は、本運送状が 49 U.S.C. section 10502 の下での免責鉄道運送の契約であることに明
確に同意する。かかる運送について、荷主は、運送業者が荷主に対し、責任に関する契約
条項を提示し、それらは 49 U.S.C. section 10709 の規定と矛盾しないこと、及び、荷主は、価
格が制限された物品のための運送人の通常かつ低い運賃レートに従うことと引換えに、荷
主は、本運送状の責任及び請求のための契約条項に基づく物品の運送を選択したことを理
解し同意した。 

（c） 上記（a）及び（b）にかかわらず、裁判所が、Carmack が運送のいずれかの区間に適用される
と判断した場合、以下の通知及び訴訟期間が適用されるものとする。 

i.   Carmack に基づく貨物クレームは、物品の引渡後 9 か月以内、輸出運送の場合は輸出港
での引渡後 9 か月以内に、また、不着クレームの場合は引渡のための合理的な期間が
経過した後 9 か月以内に請求しなければならない。該当する 9 か月以内に請求しなかっ
た場合は、請求権は消滅し、運送人の責任は免除される。運送人は、請求期間満了後の
請求については支払わないものとする。適時の請求通知は、下記ⅱ.に規定されるように、
運送人に対して適時に訴訟を提起する権利の停止条件とする。 

ii.   Carmack に基づく貨物クレームに関する訴訟は、運送人が適時の請求通知に記載のクレ
ームの全部または一部を拒否したことを請求者に書面で通知した日から 2 年 1 日以内に、
運送人に対して提起されなければならない。適時の請求通知がなされたことを前提として、
上記の 2 年 1 日以内に訴訟を提起しなかった場合、請求は時効となり、運送人は一切の
責任を負わない。運送人は、時効期間満了後の請求については支払わないものとする。 

 
第 10 条 責任制限 
（a） 運送人が責任を負う可能性のあるすべての請求は、上記第 7 条に規定される法律に従って

制限されるものとする。 
（b） いかなる場合においても、運送人の責任の総額は、荷主の正味送り状価格として記載されて

いる物品の実価に、もし支払われているときには運賃及び保険料を加えた金額を超えないも
のとする。 

（c） いかなる場合においても、たとえ、法律上の免責及び責任制限によって運送人の責任が本
約款上の責任制限額より低くなるときでも、本運送状上の条項は適用法規上運送人の利益
のために効力が認められる免責、責任制限の放棄とならない。 

（d） 本約款上の合意による責任制限を無効とする強行法規が適用される滅失及び損害の場合
には、運送人の責任はかかる強行法規で許される最低金額を上限とする。 

（e） 米国運送以外の運送 
i.  運送人は、いかなる場合においても、当該物品の滅失または損傷について、1 包または 1

単位あたり 666.67 計算単位（国際通貨基金によって定義される特別引出権）または滅失
または損傷した物品の総重量につき 1 キログラムあたり 2 計算単位のいずれか高い額を
超えて責任を負わない。ただし、荷主により、物品が運送人に引き渡される前にその種類
と価額が申告され、それが本運送状に記載され、かつ必要な割増運賃が支払われたとき
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はこの限りではない。この申告は、本運送状に記載されたとしても、一応の証拠であり、
確定的なものではない。 

ii.  上記の計算単位は、運送人が物品に関する損害を賠償する日において公表されている
最終のものとする。 

（f） 米国運送 
i.   荷送人がより高い価格を申告しない限り、運送人の責任は次のように制限される：(a)法

によって米国海上物品運送法が適用される運送区間において発生した滅失及び損害に
関しては、運送人の責任は物品のうち悪影響が及んだ部分については１包あたり、梱包
されずに運送された貨物については慣習的な運賃単位あたり、500 米ドルを上限とする。
(b) 法によらず、国内水上運送及び内国（陸上）運送区間を含む、米国海上物品運送法
が摂取されているものの、法の適用でない運送区間において発生した滅失及び損害に関
しては、運送人の責任は物品のうち悪影響が及んだ部分について１包あたり 500 米ドル
を上限とする。 

ii.  運送人の責任のため、及び運賃レートの形式での荷主の 有効な有価約因のための、包
または運賃単位は、本書表面にある「梱包数」の欄で言及される物及び単位とし、かかる
欄に指定がない場合は「コンテナ」とみなす。 

iii.   荷主は、運送に先立って、書面で、運送人に賠償責任に関する目的で物品の価値を明白
に申告し、かつ運送人に従価運賃を支払うことにより、本契約に基づく責任制限、または
準拠法によって課されるその他の責任制限を回避することができる。かかる申告価格
は、本運送状表面に記載され、示されている範囲においてのみ、運送人を拘束するもの
とする。通常業務過程や税関申告などの他の目的で、運送人が物品価格を知ったこと、
及び/または荷主が物品の価格を申告したことは、賠償責任のための運送人に対する価
格申告にはあたらない。 

 
第 11 条 運送方法・経路                                                           
(a) 運送人は、何時でも、かつ荷主に通知することなく、以下のことを行うことができる。 

ⅰ 一切の運送手段または保管施設を利用すること 
ⅱ 物品を他の貨物と混載すること 
ⅲ  物品を本運送状表面に記載された船舶以外の船舶に積み替えること、またはその船舶

により運送することその他、ある運送手段から他の運送手段に物品を積み替えること 
ⅳ  コンテナに詰め込まれた物品を開封し、取り出し、かつ、コンテナその他の運送用具で運

送すること 
ⅴ （本運送状表面に船積港または陸揚港として指定された港であるかどうかにかかわらず）

任意の場所または港で貨物を積み降ろしし、そのような場所または港に貨物を保管する
こと 

ⅵ 全ての政府または当局による、または、かかる政府または当局として、または、かかる政
府または当局のために行為しまたは行為していると主張する個人または団体、または運
送人が使用する運送手段にかけられた保険条件に従って命令または指示を行う権利を
有する者または団体による命令、指示または勧告に従うこと 

vii   運送人の自由裁量で、水先人を付けまたは付けずに航海し、最寄りの、最短距離の、通
例の、または公表航路であるかどうかにかかわらず、任意の速度、任意の航路で進行し、
任意の順序で、経路の内外に、または港の反対方向に、または港を越えて、給油、積荷、
荷卸し、修理、設備の調整、ドライドック、試験航海、曳航、被曳航のために、制限なしに、
一度またはそれ以上に任意の港に進行し、引き返し、寄港すること 

(b)  運送人は、前項に規定する権利を、当該物品の運送と関連すると否とにかかわらず、いかな
る目的のためにも援用することができる。前項の規定に従って行われた一切の行為または
それによる遅延は契約された運送の範囲内にあるものとみなされ、離路とはならないものと
する。 
 

第 12 条 不可抗力   
（a） 本運送状または適用法に基づく運送人の権利または特権を侵害することなく、運送人は、そ

の予見可能性の有無にかかわらず、運送人の合理的な支配の及ばない事由により、または、
直接的、間接的に関連する、いかなる滅失、損傷、または遅延にも責任を負わないものとす
る。これらの事由には、戦争、内戦、戦闘、戦争的行為、テロ、自然災害、禁輸、封鎖、港湾
の混雑、労働力の不足または停止、ストライキ、ロックアウトまたはその他の労働争議、海賊、
ハイジャック犯、強盗、これらに関連する政府当局の規制、または、上記の事由から生じ、ま
たはこれに関連して運送会社の運航または運送に影響を与えるその他の公的な商業妨害を
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含む。これらの場合、運送人は未処理の予約または運送をキャンセルする権利を有するもの
とする。 

（b） 運送人は、その独自の裁量により、荷主への事前に通知することなく、運送が開始されたか
どうかにかかわらず、運送の履行を終了したものとして扱い、運送人は、その独自の裁量に
より、安全かつ都合が良いとみなした任意の場所または港で物品を荷主の処分に委ねるこ
とができ、それにより、物品に対する運送人の責任は消滅する。それにもかかわらず、運送
人はかかる物品の全運賃及び料金を受け取る権利を有し、荷主は、追加の運送、積替え、
積込み、荷卸し、引渡、保管費用及び、これらに関連するすべての費用を支払うものとする。 
 

第 13 条 通知及び引渡 
(a) 運送人は、いつでも、船側、税関事務所、倉庫、埠頭、岸壁その他本運送状表面に記載され

ている陸揚港または荷渡地の地理的範囲内で運送人が指定した場所において物品を引き
渡す権利を有する。 

(b) 物品は、物品が引き渡されまたは本運送状に従って荷主またはその代理人の管理下に置か
れたとき、または、物品が、当局、または、荷渡地で適用される法または規則に従って物品
が引き渡されなければならないとされる、その他の当事者に引き渡され、運送人が荷主に対
し物品の受領を求めることができる場所に持ち込まれたときに、物品は引き渡されたものと
みなされる。運送人は、物品の引き渡し後に発生した直接的または間接的損害に関し、一切
責任を負わない。物品が税関その他の当局に引き渡され、その管理下に入ったときは、かか
る引渡は本運送状による運送人の責任を最終的に解除するものとする。 

(c) 運送人によって受け取られた物品が、荷主によってまたは荷主に代わって内容品が詰めら
れたコンテナであるときは、運送人は、本運送状表面に表示された総数のコンテナの引渡に
ついてのみ責任を負い、コンテナを開封し、その内容品を包装または個品の商標、記号、番
号、大きさまたは型に従って引き渡すことは要求されない。 

(d) 運送人が荷主に物品の受取りを要求する権限を有する時及び所で、荷主が物品の全部また
は一部を引き取らないときは、運送人は、荷主のみのリスクで、物品の全部または一部を保
管することができ、その時点で、（存在する場合には）上記の規定に従って保管された物品の
全部または一部に関する運送人の責任はすべて消滅するものとする。（運送人またはその
代理人もしくは運送人の下請契約者によって支払われ、または支払われるべき場合には）か
かる保管の費用は、請求により、直ちに、荷主によって運送人に支払われなければならない。 

(e) 物品の到着通知を受けるべき当事者の本運送状への記載は、運送人の情報に過ぎず、か
かる通知をしなかったことにより運送人側にはいかなる責任も発生せず、荷主の本運送状に
おける責任を免除するものではない。 

(f) 運送人、その下請契約者または代理人の過失または怠慢から生じたものではない障害また
は危険（物品の状態を含む）によって運送が影響を受け、またはその可能性がある場合、運
送人は、物品の運送を放棄し、合理的に実行可能な場合には、運送人が安全かつ都合が良
いとみなした場所で物品またはその一部を荷主の管理下に置くことができ、その時に引渡が
行われたものとして、かかる物品に関する運送人の責任は終了する。かかる場合、運送人
は、本運送状に基づく運賃すべてにつき権利を有するものとし、荷主はかかる事由から生じ
る追加費用を支払うものとする。 

(g) 受取可能である旨の通知を受け取ったにもかかわらず荷主が物品の受取を拒否したときは、
物品及び運送からまたはこれに関連して発生した請求権を確定的に放棄したものとする。荷
主は、運送人に対して、かかる拒否により運送人が負担した滅失、損傷、費用、責任につい
て責任を負うものとし、これには物品の発送地への返送費用を含むものとする。 

(h) 荷主は、運送人の適用されるタリフに基づく、自由保管期間及び超過保管料に関する条項を
理解し同意した。 
 

第 14 条 特殊な引渡 
(a) 物品を満載貨物として受け取り、小口貨物として引き渡すため（FCL/LCL）の、及び/または複

数の受領者に物品の分割引渡をするための特別の手配は、運送人の絶対的裁量に基づき、
かつコンテナの開封時に発見された物品の不足、滅失、損傷もしくは不一致につき運送人は
一切の責任を負わないという条件においてのみ引き受けるものとする。荷主は、運賃及び料
金の適正な調整について責任を負い、かつ生じた付加的な費用を支払わなければならない。 

(b) 物品を小口貨物として受け取り、満載貨物として引き渡すため（LCL/FCL）の特別な手配は、
運送人の絶対的裁量により、かつかかる引渡のときに外部から認められなかった不足、滅失、
損傷もしくは不一致につき運送人はコンテナを詰めるにあたって、相当の注意を尽くした限り、
一切の責任を負わないという条件においてのみ引き受けるものとする。 
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第15条 運賃・料金 
(a) 本運送状に記載された陸揚港または荷渡地への全ての運賃は、運賃が記載されているか、

先払いか後払いかにかかわらず、運送人によって物品が受領されたときに、完全に発生した
ものとする。 

(b) 運賃は荷主の提示した物品の明細に基づいて計算されるものであり、荷主は、運送人に対
し、提示した内容品、重量、大きさまたは価格が運送人が物品を受け取った時点で正確であ
ることを保証したとみなされるものとするが、運送人は、その実際の明細を確認するため、何
時でも、コンテナ及び/または包装を開封し、物品の内容品、重量、大きさ及び価格を、荷主
の危険と費用において、点検することができる。物品の内容品、重量、大きさ及び価格の申
告が不正確であった場合、荷主は、(a) 徴収された運賃と、正確な明細が申告されていたな
らば課せられたであろう運賃との差額、及び(b) 約定の確定的損害賠償金として、正確な運
賃に相当する額を加えた金額について責任を負い、運送人に支払わなければならないもの
とする。かかる損害賠償金は、運賃のみに関係するものとする。運送人は荷主から記載の正
確性及び完全性、物品の記号、個数、量及び重量に関する荷主の保証義務違反によって生
じたその他の損害を請求する全ての権利を保持する。 

(c) 運送人は、実際に支払われたか否かは問わず、本運送状のもとで支払われるべきすべての
運賃及び料金を請求する権利を有し、船舶及び/または物品が滅失すると否とを問わず、ま
た航海が全行程中のいかなる地点で中断または変更され、もしくは打ち切られると否とを問
わず、いかなる場合にもそれらの運賃及び料金を受領し、確定的に保持する権利を有するも
のとする。損傷し、または不良となった物品に対しても、運賃全額が支払われなければならな
い。 

(d) 運賃、料金の支払いは、一切の相殺、反対請求または控除をすることなしに、全額を現金に
よってなされなければならない。運賃が陸揚港または荷渡地で支払われるべきときは、かか
る運賃及び一切の料金は本運送状に指定された通貨で、または、運送人の選択により、関
係する運賃同盟の規則または支払地の慣習に従い、その他の通貨で支払わなければなら
ない。 

(e) 運送人またはその権限のある代理人以外の者に対する運賃及び諸料金の支払いは、運送
人に対する支払とはならず、荷主だけの危険で行われるものとする。 

(f) 荷主は、該当するときは、全ての税金、諸費用、運賃、延滞金、共同海損、その他物品に関
する全ての費用の支払、及び支払われるべき金銭を回収するために運送人が負担した裁判
費用、利息、費用、弁護士報酬を含む全ての費用について運送人に償還及び補償し、支払
がなされない場合には、荷主は運賃及び諸費用の支払いに関して債務不履行とみなされる。 

(g) 運送人によって一旦受け取られた物品は、運送人が同意し、かつ運賃全額の支払とそのよ
うな引取りまたは処分によって運送人が被る一切の損失を補償するのでなければ、荷主に
よって引き取られまたは処分されないものとする。本船の船積準備が整ったとき物品が用意
されていなければ、運送人はその物品の船積義務を免れ、本船は何らの通知なく出航でき、
荷主は不積運賃を支払わねばならないものとする。 

(h) 荷主は、梱包の不完全または免責危険によって生じた梱包の修理、袋詰め、手直し、梱包の
詰替えに要する費用及び物品の消毒、保全、取扱、占有の回復その他の物品のためになさ
れる措置によって生じた費用について責任を負うものとする。荷主は、その過失の有無にか
かわらず、梱包の不完全または免責の危険によって生じた運賃の損失及び直接または間接
に生じる費用を含む、すべての損失、損害及び責任について責任を負い、運送人に対して補
償するものとする。 

(i) 荷送人、荷受人、物品の所有者及び本運送状の所持人は、運賃及び料金の全額について、
またこの契約のもとで各自が負担する義務の履行についても、運送人に対し、連帯して責任
を負う。 

 
第 16 条 先取特権 
（a） 運送人は、物品の引渡後であっても、すべての運賃、不積運賃、滞船料、損害、損失、料金、

費用及び本運送状に基づくその他の支払われるべきまたは請求されるべき金額、本契約の
事前契約ならびにそれを回収するための費用及び実費について先取特権を有するものとし、
荷主に通知することなく、個人的にまたは公売によって物品を売却することができる。物品の
売却時に売却額が未払額と発生した費用及び費用をてん補できない場合、運送人は荷主か
ら不足額を回収する権利を有するものとする。 

（b） 合理的な期間内に物品の引渡請求がなされない場合、または運送人の考えによれば、物品
が劣化、腐敗、または無価値になる場合はいつでも、運送人は、自己の裁量で、いかなる責
任も負わずに先取特権を行使し、そのような物品を売却、廃棄、またはその他の方法で荷主
のリスクと費用で処分することができる。 
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第 17 条 物品の明細 
(a) 物品の記号、番号、品名、品質、数量、大きさ、重量、容積、性質、種類、価額その他の明細

についての本運送状表面記載の言及は荷主によって申告されたものであり、運送人はその
正確なことについて責任を負わない。荷主は、運送人が封印されたコンテナ及び包の内品、
重量、容積、または本運送状の内品の価格、量、品質、明細、状態、記号、数量確認してい
ないことを理解した。運送人は、かかる明細の記載についていかなる責任も負わない。本運
送状は、表面に記載された数のコンテナが受領されたことについての一応の証拠に過ぎな
い。 

(b) 運送人は、異なる陸揚港、荷渡地の慣習の有無にかかわらず、いかなる状況においても、
梱包の不備、記号、番号、住所及び品目の不正確、抹消、不存在、または記号、付加記号、
番号を原因とする誤配、荷受人に対する物品の到着通知の誤りに関して責任を負わない。 

(c) 荷主は、運送人に対して、その申告した明細が正確であることを保証し、かつその不正確か
ら生ずる一切の損害、費用、責任、罰課金について、運送人に補償しなければならない。 
 

第 18 条 記号による引渡 
(a) 物品、包装及びコンテナが運送人に受領される前に、荷主によって、当該物品、包装及びコ

ンテナの上に、記号が、陸揚港と荷渡地名とともに、高さ 2 インチ以上の文字と数字を用いて
明瞭かつ永続的にスタンプされもしくは記されていない限り、運送人は記号による引渡の懈
怠または遅延について責任を負わない。 

(b) 運送人は、いかなる場合においても、主要記号以外の記号による引渡について責任を負わ
ない。 

(c) 荷主は、物品、包装及びコンテナに付された記号が本運送状に表示された記号と一致してい
ること、かつすべての点において、陸揚港または荷渡地の法令及び規則に合致していること
を運送人に保証し、かつ記号の不正または不完全による一切の損害、費用、罰課金につい
て運送人に補償しなければならない。 

(d) 記号及び番号によって識別することができない物品、残余貨物、液体残渣及び別段の説明
なく引取りがなされない物品は、同様の地位にある荷主らに対する引渡を完了するため、外
観上の、数量不足、重量不足、損傷の割合に応じて割り当てられる。かかる物品またはその
一部は完全な引渡として受け取られるものとする。 
 

第 19 条 危険物及び禁制品 
(a) 運送人は、爆発性、引火性、放射性、腐食性、易損性、有害性、有毒性または危険性のある

物品（危険物）については、当該物品の運送について、予め荷主から提出された書面による
申告を運送人が承認した場合にのみ運送を引き受ける。かかる書面には、正確に物品の名
称、性質、ラベル及び分類並びにその物品を無害にする方法、荷送人及び荷受人の完全な
氏名及び住所が記載されなければならない。 

(b) 荷主は、前項に掲げられた物品の性質については、包装及びコンテナの外側に明確かつ消
えないように記号を付しまたは明示し、かつ適用法規または運送人により要求される書類ま
たは証明書を提示しなければならない。 

(c) かかる物品が、本条（a）または（b）の規定によらずに運送人により受け取られたことが発見さ
れたとき、またはその物品が船積港または寄港地もしくは運送中の一切の地または水上の
法令または規則により禁止されているものであることが判明したときは、運送人は自己の裁
量により、かかる物品を無害化し、船外に投棄し、または陸揚げその他一切の措置をとるこ
とができ、それに対して補償はしない。また、荷主がそのような物品の性質を知っていたか否
かにかかわらず、荷主はかかる物品から生じる直接的または間接的な一切の損害、損失
（運賃の損失を含む）、費用について責任を負い、運送人に補償しなければならない。 

(d) 運送人は、本条（a）または（b）の規定に従って受け付けられた物品が、運送人、本船、物品、
人及び/またはその他の財物にとって危険となるときは前項により運送人に与えられる権利
を行使し、または利益を享受することができる。 

(e) 運送人は、いかなる時、いかなる場合でも、包装またはコンテナの中を荷主の同意なしに、
かつその危険及び費用において点検する権利を有する。 
 

第 20 条 特殊コンテナ 
(a) 運送人は、冷凍ないし冷蔵、保温、断熱、通風その他の特殊コンテナによって物品を運送す

ること、並びに荷主によりまたは荷主のために詰められた特殊コンテナを特殊コンテナとして
運送することを引き受けないものとする。そして、事前に、当該物品またはコンテナの運送に
ついて運送人と荷主との間で書面による特別の合意がなされた上、その旨が本運送状の表
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面に記載され、さらに必要な特別運賃が支払われている場合を除いて、運送人は、当該物
品またはコンテナを通常の物品またはドライ・コンテナとしてのみ取り扱うものとする。運送人
は、荷主によりまたは荷主に代わって提供された特殊コンテナの機能について責任を負わな
い。 

(b) 「外観上良好な状態」という用語は、冷凍ないし冷蔵を必要とする物品に関して本運送状に
使用されている場合、運送人が物品を受領したときに同物品が指定された運送温度であっ
たと確認したことを意味しない。 

(c) 事前に特殊コンテナによる運送が合意された物品については、運送人は、その特殊コンテナ
を現実に保管し、支配している間のみ、当該特殊コンテナの設備の状態を維持するために相
当な注意を尽くすものとし、当該コンテナの設備の隠れた欠陥、不調または破損により物品
に生じた一切の滅失または損傷について責任を負わないものとする。 

(d) 荷主が、一定の温度維持を要求し、そのことが運送人によって承認された上で、本運送状に
記載されたときは、運送人は、温度自動調節装置を要求された温度の範囲内に設定するが、
コンテナの内部でその温度が維持されていることは保証しない。 

(e) 運送人は、いかなる場合も、結露による物品の損傷について責任を負わない。 
 

第 21 条 自動車その他の無包装貨物 
自動車、鉄道車両、トラクター、機械その他の無包装の物品についての「外観上良好な状態」とい
う用語は、これらの物品が受け取られたときに、運送人により通常の注意をもってしても発見でき
ない曲損、凹損、擦過傷、穴、切損及び打撲傷がなかったことを意味するものではない。包装され
ていないことにより、当該物品に生じた滅失及び損傷について、運送人はいかなる場合にも責任
を負わない。 
 
第 22 条 鉄、鉄鋼及び金属製品 
鉄、鋼鉄または金属製品の表面の錆、酸化、湿気その他類似の状態は、損害の状態ではなく、物
品の性質に固有のものであり、かつ運送人が外観上良好な状態で物品を受け取ったことの承認
は、物品が受け取られたときに、明らかに錆、酸化、湿気その他類似の状態がなかったことを意
味するものではない。運送人は、いかなる場合にも、かかる物品の固有の性質から生ずる滅失ま
たは損傷について責任を負わない。 
 
第 23 条 高価品 
白金、金、銀、宝石、貴金属、放射性同位体、高価な化学物質、金銀塊、正金、通貨、流通証券、
有価証券、文書、絵画、刺繍品、芸術品、骨董品、相続財産、あらゆる種類の収集品または荷主
にのみ特別な価値のある物品を含めたすべての高価品の滅失または損傷について、それらの真
実の性質及び価値が物品の受取りに先立って荷主より文書で通告され、本運送状表面に記載さ
れ、かつそれについての従価運賃が前払いされていない限り、運送人は一切の責任を負わない。 
 
第 24 条 重量物 
(a) 個品または梱包一個当たり総重量 2,240 ポンドを超える物品の重量は、運送人によって受

け取られる前に、荷主により、書面で申告されなければならず、かつ高さ 2 インチ以上の文
字と数字で個品または梱包の外面に明確にかつ消えないように記載されなければならない。 

(b) 荷主が前項に規定する義務を履行しなかった場合、運送人は、物品の滅失または損傷もしく
はその間接的損害について責任を負わず、同時に、荷主は、その義務の不履行による一切
の財物の滅失または損傷もしくは人身損害について責任を負い、かつかかる義務の不履行
により運送人が受けた一切の損失及び責任に対し、運送人に補償しなければならない。 
 

第 25 条 甲板積貨物 
(a) 運送人は、コンテナに収められた物品を甲板下または甲板上で運送する権利を有する。 
(b) 物品が甲板積で運送される場合、運送人は、「甲板積」である旨を本運送状の表面に特に記

載またはスタンプすることを、反対のいかなる慣習にもかかわらず要求されないものとする。
甲板積で運送される物品は、第 7 条(a)の規定により適用あるハーグ・ルール立法またはハ
ーグ・ヴィスビー・ルール立法の適用を受け、かつ共同海損を含めすべての目的のために甲
板下による運送とみなされる。 

(c) 運送人は、甲板積みで運送され、かつその旨が本運送状に記載されている物品の不着、誤
渡、遅延、滅失、損傷に対しては、運送人の過失または本船の不堪航によると否とを問わず、
一切の責任を負わないものとする。 

 
第 26 条 生動物及び植物 
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生動物及び植物が、運送人によって引き受けられたときは、受取、積込み、手入れ、積付、運送、
荷卸し及び引渡は専ら荷主の危険において行われるものとし、運送人は物品の受取、運送及び
保管のために船舶その他の運送手段が堪航性を有していること、適切であること、人員が配備さ
れていること、艤装されていること及び備品が供給されていることについていかなる保証または約
束をするものではない。運送人は生動物及び/または植物の損失または損害に対し、いかなる責
任も負わないものとする。荷主は、生動物または植物の運送に関連する理由に基づき運送人が
被った特別費用について補償し、運送人の責任を免れさせる。 

 
第 27 条 荷主により詰められたコンテナ 
運送人によって受け取られた貨物が、その内容品が荷主によってまたはその代理として梱包され
たコンテナである場合、 
（a） 荷主は、コンテナの内容品の積付もしくはそれらの閉扉及び封印が安全かつ適切であること

を保証し、またコンテナ及びその内容品が本運送状上の規定に従った取扱い及び運送に適
していることを保証する。荷主が上記の保証に違反した場合、運送人は当該違反に起因す
る物品の損失または損害について一切の責任を負わないものとし、荷主は、第三者の財産
の滅失または損傷もしくは第三者の死傷その他性質のいかんを問わず、一切の事故または
出来事の結果について責任を負い、かつかかる事故または出来事のために運送人が被った
または負ったいかなる種類の損失または責任についても運送人に補償しなければならない。
そして、 

（b） 荷主は、運送人によりまたは運送人に代わり提供されたコンテナを点検しなければならず、
荷主が、運送人に対し書面により、反対の通知をしない限り、コンテナは、本運送状上契約
された運送のために健全かつ適正な状態において荷主により受け取られたものとみなす。
そして、 

（c） コンテナが封印に異常がない状態で運送人によって引き渡された場合、かかる引渡は本運
送状のもとで運送人の義務の完全な履行とみなされ、運送人はコンテナの中品の滅失また
は損傷について責任を負わない。 
 

第 28 条 物品の検査 
（a） そうする義務を負うことなく、運送人はいかなる目的でも荷主に通知することなくコンテナを開封し

コンテナの内容品を検査し、提供された情報の正確性または十分性を照会し検証し、その情報の
保証を求める自由がある。不一致があると、出荷の遅延、キャンセル、及び/または運送人による
追加料金が発生する可能性がある。そこから発生するすべての費用は荷主が負担するものとす
る。 

（b） コンテナの内容品の検査のために税関またはその他の当局によってコンテナの封印が破られた
場合、運送人は、いかなる損失、損害、費用またはその他のそれに起因またはそこから生じる結
果に対しても責任を負わないものとする。 

（c） 運送人は、強制的または自発的のいずれであろうと、規制当局への不遵守を開示し報告すること
ができる。かかる当局は、没収を行使し、及び/または荷主に対する罰を査定することができるも
のとする。 

 
第 29 条 運送人のコンテナ 
(a)  荷主は、自己、その代理人または自己によりもしくは自己のために選任された陸上運送人の

占有または管理のもとにある間に生じた運送人のコンテナ及びその他の機器の滅失または
損傷に対して、全面的に責任を負い、運送人に補償しなければならない。 

(b)  運送人は、荷主、その代理人または荷主によりもしくは荷主のために選任された陸上運送人
による取り扱いまたは占有もしくは管理の間に運送人のコンテナまたはその内容品により生
じた第三者の財産の滅失または損傷もしくは第三者の死傷について、いかなる場合にも責
任を負わず、荷主は、運送人に補償し、責任を負担させないことを保証するものとする。 

 
第 30 条 物品の状態に影響される運送 
物品またはコンテナに関連して追加の費用を負担したり、何らかの措置を講じたりすることなく、
物品を安全にまたは適切に運送することができない、またはさらに運送することができないと思わ
れる場合、運送人は、荷主への通知なしに、その代理人としてのみ、物品の運送または運送継続、
物品の売却または処分、あるいは運送の放棄、または、運送人が独自の裁量で最も適切と判断
した場所にて、覆いの下または野外での海上または陸上における積荷の保管のために、何らか
の措置を取るか、追加の費用を負担することができる。その放棄、保管、売却、または廃棄は、本
運送状に基づく引渡とみなされるものとする。荷主は、運送人に対して、発生した追加費用を補償
するものとする。 
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第 31 条 延着及び間接損害 
（a） 運送人は、物品が、該当する場合には、荷渡地または積込港から運送されること、荷受港ま

たは荷渡地に到着すること、あるいは特定の日時にまたは特定の用途に間に合うように特
定の市場を満たすため特定の船上または他の運送手段に積み替えられることを保証するも
のでもない。予定されたまたは公表された出発及び到着時間は予想される時間に過ぎず、
運送人はいかなる場合においても遅延によって生じた直接的、間接的または必然的な損失
または損害について一切の責任を負わないものとする。本契約に別段の定めがある場合を
除き、運送人はいかなる状況においても、他の原因から生じる直接的、間接的または結果的
な損失または損害について一切責任を負わないものとする。 

（b） 上記の権利を害することなく、裁判所により運送人が遅延に対して責任があることが判明し
た場合には、いかなる場合にも、運送人の責任は当該運送区間に適用される運賃を超えな
いものとする。 

 
第 32 条 共同海損、救助、及びニュー・ジェイソン条項 
(a) 荷主は、共同海損が物品の海上運送中においてまたはそれに関して宣言されることを認め、

そのような場合には、共同海損の解決のために 1994 年のヨーク-アントワープ規則またはそ
の修正に従って物品の共同海損分担金の精算を行うことを約束するものとする。 

(b) 要求があれば、荷主は、引渡前に、運送人または船舶所有者に対して、運送人が物品の推
定分担金、全ての救助料及び特別費用を担保するに十分であると考える供託金を支払うもの
とする。 

(c) 運送人が共同海損分担金の担保を得ずに物品を引渡す場合、荷主は、物品の引渡によりそ
のような分担金を支払い、運送人から合理的な要求があれば、そのような現金供託または推
定分担金額に対するその他の担保を提供する個人的責任を負う。 

(d) 過失の有無、原因のいかんに問わず、運航開始前または運航開始後に事故、危険、損害ま
たは災害が発生し、その原因またはその原因の結果について、運送人が、法律、契約その他
によって責任を負わないときは、物品、荷送人、荷受人または物品の所有者は、運送人と連
帯して、物品に関連して発生する可能性がある共同海損の全ての犠牲、損失または費用の
支払いを分担し、物品に関して発生した救助料及び特別費用を支払うものとする。救助船が
運送人によって所有され、または運航される場合には、当該救助船が他人に属していた場合
と全く同様に、救助料は満額支払われるものとする。運送人またはその代理人としてのそうし
た供託は、物品の推定分担金をカバーするのに十分であると考えることができ、物品に関し
て発生した救助料及び特別費用は、要求があれば、物品、荷送人、荷受人または物品の所
有者によって引渡前に運送人に対してなされるものとする。 

 
第 33 条 双方過失衝突約款 
本船が、他船の過失及び本船の船長、船員、水先人または運送人の使用人による船舶の航行ま
たは取扱いに関する作為、不注意または怠慢との結果、その他船と衝突したときは、本運送状に
基づき運送される物品の所有者は、運送人が他船、非積載船もしくはその船主に対して負うべき
すべての損失または債務を運送人に補償する。ただし、その損失または債務は、物品の所有者
が、他船、非積載船もしくはその船主から賠償を受け、または受けるべき物品の滅失、損傷また
はその物品の所有者の一切の請求権で、かつその他船、非積載船またはその船主が、積載船ま
たは船主に対する自己の求償額の一部として相殺、控除または回収するものを限度とする。上記
の規定は、衝突船舶または衝突物体以外のいずれかの船舶または物体の所有者、運航者もしく
は管理者に、衝突または接触について過失がある場合にも適用されるものとする。 
 
第 34 条 荷主の責任 
（a） 「荷主」の定義内の当事者は、本運送状に基づいてそれらのいずれかによって引き受けられ

たすべての義務の履行について、運送人に対して連帯してかつ個別に責任を負うものとする。 
（b） 荷主は、本運送状の表面に記載された物品に関する詳細が本運送状の受領時に荷主によ

り確認されていることを運送人に保証する。荷主はさらに、荷主によってまたは荷主に代わっ
て提供される物品に関する詳細事項が、保安申告または開示、ならびにその他の政府が要
求するすべての提出または開示に対して適切で正しいことを保証する。荷主はまた、本物品
が合法的な物品であり禁制品ではないことを保証する。 

（c） 荷主は、物品及び荷主がすべての関連当局の規則に遵守し、関連するすべての準拠法及
び規制に基づくすべての点で法的に適格であることを保証する排他的義務を負う。荷主はさ
らに、運送に先立ち、関連するすべての法律及び規制に基づき適用される免許、報告、また
はその他の規制要件について運送人に通知するものとする。 
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（d） 荷主は、本条項の（b）項の保証の全部または一部の違反、または運送人が責任を負わない
物品に関連するその他の原因による違反によって、運送人が被った、またはそれに関連して
生じた、あるいはそれが原因で引き起こされた、弁護士費用を含むいかなる損失、損害、責
任、及び費用からも運送人を免責し、無害に保つものとする。  

（e） 荷主は、汽船会社に提供される物品及びコンテナについての校正検証済み計量器で得られ
た確定重量を運送人に提供するものとし、荷主は、運送人が、確定重量証明書または総重
量証明を汽船会社またはターミナルオペレーターに提供するために、かかる重量の正確さに
依拠し、また、荷主の代理人としてその証明書に連署または裏書きする権利を有することを
表明する。荷主は、運送人が信頼する荷主またはその代理人もしくは請負業者によって提供
された重量または確定済み総重量の不正確または不適切な記載から生じるいかなる請求、
損失、罰金、ペナルティ、またはその他の費用からも運送人を免責し、無害にするものとする。 

（f） 荷主は、荷主またはその代理人または、荷主によってまたは荷主に代わって従事する独立
の売主の所有または管理下で、運送人またはその下請契約者、使用人または代理人によっ
て提供されたコンテナ及びその他機器に損失または損害が発生じた場合、その全ての責任
を負い、運送人に賠償するものとする。荷主は、荷主、その代理人または、荷主によってまた
は荷主に代わって従事する独立の売主による取扱い中またはそれらの所有または管理下に
ある間に、コンテナまたは物品によって引き起こされる他人の財産の滅失または損傷、他人
への傷害について運送人を免責し、無害にするものとする。 

 
第 35 条 米国向け以外の積荷に対する準拠法、裁判地及び管轄 
本運送状によって証明される、または本運送状に含まれる契約は、本運送状第 7 条(b)項、9 条、
10 条(f)項及び第 36 条に別段の定めがある場合を除き、日本国法に準拠するものとする。いかな
る訴訟も、それが契約上、不法行為またはその他の理由によるものかどうかにかかわらず、排他
的に日本国の東京地方裁判所に提起されるものとする。 
 
第 36 条 米国の積荷に関する準拠法、裁判地及び管轄 
本運送状の対象となる運送に、米国国内の港または場所への、またはこれらを通過する運送が
含まれる場合、荷主は以下のことに同意するものとする。 
（a） 本運送状は、米国海上貨物運送法によるものとし、その条項は本約款に組み込まれるもの

とする。 
（b） 上記の場合、運送人または下請契約者の責任は、物品の性質及び価値が本運送状に記載

されている場合を除き、1 梱包または慣習的な運賃単位当たり 500 米ドルを超えないものと
する。この申告が本運送状に記載されている場合、これは推定的証拠に過ぎず、運送人に
対して確定的なものとはならない。 

（c） 本運送状または運送に起因する、またはこれらに関連するすべての請求または紛争は、牴
触法の規定にかかわらず、米国連邦法に基づき決定されるものとする。そのような連邦法が
ない場合は、牴触法の規定にかかわらず、ニューヨーク州法に基づくものとする。 

（d） 上記の請求または紛争のいずれについても、その排他的かつ強制的な裁判地は、その訴訟
が契約上不法行為またはその他の理由によるかにかかわらず、独占的に日本国東京地方
裁判所に提起されるものとする。 

 
第 37 条 契約の変更：部分的無効 
運送人の従業員、使用人、代理人、または下請契約者は、運送人が書面でそのような権利放棄
または変更を明示的に承認しない限り、これらの運送状契約条件を放棄または変更する権限を
有しない。これらの運送状契約条件のいずれかの規定が何らかの理由で裁判所または法的機関
によって無効または執行不能とみなされる場合、これらの運送状契約条件の残りの部分はそれ
によって影響を受けずに残るものとする。 
 


